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第で 章

制度の概要慨の

1勲章｡褒章制度の沿革

2勲章"褒章制度の法的根拠

S勲章･褒章の種類と授与対象

4栄典に関する組織



1 勲章。褒章制度の沿革

明治4年9月、維新の大業なった新政府は、当時いわば「立法機関」として諸制度の建

議の任に当たっていた「左院」に対して勲章制度の審議を指示し、次いで明治6年、左院

の建議に基づき、二等議官細川潤次郎ら5名を「メダイユ取調御用掛」に任命した。取調

御用掛は、旧幕府陸露奉行時代にも勲章制度の検討に携わっていた三等議官大給恒（後の

賞勲局総裁）を中心に西欧諸国における勲章制度の調査を行い、我が国における勲章制度

の創設に向けて検討を進め、明治8年4月に「勲章従軍記章制定ノ件」 （太政官布告第54

号）が公布された。これが現在の旭日章の基になったもので、我が国の勲章制度の始まり

となっている。以降、明治9年に菊花章、明治21年に瑞宝章と宝冠章、また、昭和12年

には文化勲章が制定された。

褒章については、明治14年12月の『褒章条例」 （太政官布告第63号）公布により、紅

綬褒章、緑綬褒章、藍綬褒章が制定されたのが始まりで、以降、大正7年に紺綬褒章、昭

和30年に黄綬褒章と紫綬褒章が制定され、現在に及んでいる。

生存者に対する叙勲は、戦後一時停止されていたが、昭和39年春から春秋叙勲として

再開され、また、褒章も、昭和53年から春秋の褒章として春秋叙勲と同日付けで発令す

ることとされ、国家又は公共に対する功労、あるいは社会の各分野における優れた行いを

表彰する重要な制度として運用がなされてきたところであるが、21世紀を迎え、栄典制度

を社会経済情勢の変化に対応したものとするため、見直しを行い、平成15年秋の叙勲及

び褒章から現在の制度に移行した。

現在、生存者に対する勲章・褒章の授与は原則として年2回、春は4月29日、秋は11

月3日に春秋叙勲及び褒章（紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章及び藍綬褒章の5

種類）が、また､著しく危険性の高い業務に精励した者を対象とする危険業務従事者叙勲

が春秋叙勲と同日付けで発令されている。
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2勲章・褒章制度の法的根拠

栄典は、国家又は公共に対する功労、あるいは社会の各分野における優れた行いを表彰

する制度である。 日本国慾法第7条第7号は、天皇の国事行為の一つとして、栄典の授与

を定めている。また、 日本国憲法第14条は、 「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかな

る特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限

り、その効力を有する」ものと定めている。

なお、天皇の国事行為はすべて、内閣の助言と承認を必要とすること（日本国憲法第3

条、第7条）から、栄典の授与は、すべて閣議決定を経た上、裁可を得て発令される。

なお、現行の栄典関係諸法令は、いずれも日本国憲法施行前に制定された太政官布告、

勅令等であるが、これらは､いずれも、政令に相当する効力をもつものとして、現行憲法

下に継承されている。

(注） 「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」 （昭和22年法律第72

号）第1条は、 「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を

規定するものは、昭和22年12月31日まで、法律と同一の効力を有するものとする｡jと定めている

が、太政官布告、勅令等はここにいう 『命令」には該当するとしても、栄典に関する事項は、国民の

権利錐務に直接関係するものではなく、必ずしも法律で規定しなければならない事項ではないと解さ

れるので、これら太政宮布告、勅令等は、昭和22年限りでその効力を失ったものと解することはで

きない。

なお､栄典関係法令は、 「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」

(昭和22年5月3日政令第14号）により、政令等と同一の効力を有するものとされている。

／
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3勲章・褒章の種類と授与対象

(1） 勲章

(注） 上記の勲章以外に、銀杯（菊紋）又は木杯（菊紋）を授与することがある。

また、外国人に対する儀礼叙勲等特別な場合に、女性のみに授与される勲章として、

望慧謹(宝冠大綬章、宝冠牡丹章、宝冠官蕊聲､宝冠藤允箪宝冠溝暴露､宝
滝いじゅしよう ぼたんL・主う

は二うし兵う

冠波光章）がある。

－5－

勲章の種類
早
“
＠
■受与対象

曙いくんいさっがしょう

大勲位菊花章
けいしよく

大勲位菊花章頸飾
だいじ瞼しよう

大勲位菊花大綬章

とうかだいじゅしよう

桐花大綬章

旭日大綬章又は瑞宝大綬章を授与され

るべき功労より優れた功労のある者

ざ上くじつし,kう

旭日章

だいじゅL′よう

旭日大綬章

じ･”こうしよう

旭日重光章

急'”じ噂しよう

旭日中綬章

し共うじ：｜ﾄしよう

旭日小綬箪

そうこうしより

旭日双光章

たんこうしょう

旭日単光章

ずいほうしよう

瑞宝章

だいじゆしよう

瑞宝大綬章

じゅうこうしょう

瑞宝重光章

ちゅうじゅし農う

瑞宝中綬章

しょうじ吟しとう

瑞宝小綬章

そうこうしよう

瑞宝双光章

たん,－うしょう

瑞宝単光章

国家又は公共に対し功労のある者

〔旭日章〕

功績の内容に着目

し、顕著な功績を

挙げた者

､

〔瑞宝章〕

公務等に長年にわ

たり従事し、成績

を挙げた者

ぷんかくんしよう

文化勲章
文化の発達に関し特に顕著な功績のあ

る者



(2） 褒章

L:主<ば人，

(注） ア同種の褒章を再度授与すべき場合は､褒章に代え、飾版を授与する。

イ褒章（紺綬褒章を除く｡）を授与されるべき者が死亡した場合は、その遺族に銀

杯（桐紋）を授与する。

臆うじ上う

ウ褒章を授与されるべき者が団体である場合には、褒章に代え褒状を授与する。

エ紺綬褒章を授与されるべき者が死亡した場合は､その遺族に褒状又は木杯(桐紋）

を授与する。

オ紺綬褒章には木杯（桐紋）を併せて授与することがある。

力○印は春秋褒章として発令される。

※参考

位階

位階は、位階令（大正15年勅令第325号）により定められ、正従各8階の16階

とされている。位階は、現在、死亡者に対してのみ運用されている。

なお、位階に関する事務は、内閣府大臣官房人事課で所管している。

〆
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種 別
■
。
■
旬受与対象

こうじ.ゅI量うしょう

○紅綬褒章 自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した方

りょくじゆほうしょう

○緑綬褒章
長年にわたり社会に奉仕する活動（ボランティア活動）に従事し、
顕著な実績を挙げた方

おうじ沙{患うしょう

○黄綬褒章
農業、商業、工業等の業務に精励し、他の模範となるような技術
や事績を有する方

しじゆぼうしょう

○紫綬褒章
科学技術分野における発明・発見や、学術及びスポーツ・芸術文
化分野における優れた業績を挙げた方

らんじ識ほうしよう

○藍綬褒章
会社経営、各種団体での活動等を通じて、産業の振興、社会福祉
の増進等に優れた業績を挙げた方
国や地方公共団体から依頼されて行われる公共の事務（保護司、
民生・児遮委員、調停委員等の事務）に尽力した方

こんじゅI蚤うし‘kう

紺綬褒章 公益のため私財を寄附した方



4栄典に関する組織

(1） 内閣府賞勲局

栄典は、 日本国憲法第7条第7号の規定に基づき、内閣の助言と承認の下に天皇が

授与するものであり、これに必要な審査、伝達等の事務は内閣府設騒法（平成11年

法律第89号）に定めるところにより、内閣府の任務、権限とされている。

勲章、褒章及び位階について、内閣府内における事務の配分は、位階の運用を内閣

府大臣官房人事課とするほかは、すべて内閣府賞勲局の所蟻するところとされている

（内閣府本府組織令)。

なお、内閣府賞勲局が所掌している事務について、第2章で詳述している。

(2） 各省各庁の長

①栄典の授与について、その候補者の推薦は、従来から、必ず各省各庁の長を経由し

て行うものとされ、特に春秋叙勲及び文化勲章については、 「勲章及び文化勲章各受

章者の選考手続について」 （昭和53年6月20日閣議了解) (R14参照）において、こ

のことが確認されている。この意味において各省各庁の長は、栄典の組織として位置

付けられている。

ここで、各省各庁の長とは、上記閣識了解に示されているとおり、衆議院議長、参

議院議長、国立国会図謹館長、最高裁判所長官、内閣総理大臣、各省大臣、会計検査

院長、人事院総裁、宮内庁長官及び内閣府に極かれる外局の長をいうが、外国人叙勲

については、外務大臣が単独で、又は他の各省各庁の長と共に候補者を推薦し（外務

省設置法第4条第20号)､文化勲章については､文部科学大臣が候補者を推薦する(上

記閣議了解）ものとされている。

なお、各省各庁の長においては、管下各部局・地方機関、地方公共団体、関係団体

に対し、候補者の推薦を依頼し、候補者の選考を行っている。

②①のとおり、候補者の推薦は必ず各省各庁の長を経由して行うものとされているが、

勲章の授与の場合は、候補者のすべての功労を総合的に評価することが基本であるた

め、個別の候補者について、その功労が複数の分野にわたる場合には、どの府省が推

薦事務を処理すべきかが問題となる場合がある。この場合は、原則としてそれらの功

労内容のうち最も高い功労のある分野の事務を主管する府省が推薦するものとし、そ

れらの功労の程度が同等であると思われるときは、現職又は最終の職を基準として推

薦府省を決めるものとし、従たる功労等に係る分野の事務を主管する府省からは副申

の提出を受けるものとしている。

なお､賞勲局では、推薦府省の所管する事項以外に他の功労を有する候補者につい

ては、功労を審査する際に推薦府省以外の府省の意見も聴き、必要に応じて副申の提

出を求めるなど総合的評価を行っている。
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(3) 栄典に関する有識者

賞勲局では、栄典制度について広く国民各界各層の意見を聴くため、各界の有識者
に「栄典に関する有識者」 （以下「有識者」という｡）を依頼している。この有識者は、
第46回国会（昭和39年）における「総理府設置法の一部を改正する法律案」 （春秋

叙勲の開始に伴う内閣総理大臣官房賞勲部から総理府賞勲局への改組）の審議の際、
衆識院において『栄典の授与に当たっては、広く国民各界各層の意見を反映せしめる
等適切な措置を講ずべき」旨、また、参議院において「審議会等を設け栄典制度の公
正を期すべき」旨の附幣決議があったため、その趣旨を尊重し、昭和39年秋の叙勲

を機会に依頼することとなったもので、栄典制度に係る基本的事項について、原則と
して毎年春と秋に意見を聴くこととしている。 ‘

現在の有識者は、次のとおりである。

【栄典に関する有識者】 （任期；平成29年4月～平成32年3月）

元内閣官房副長官 漆間 巌

現関東学院大学国際文化学部教授 君塚 直隆

東京藝術大学大学院国際芸制捕り造

研究科教授

東京大学総長

㈱三菱総合研究所理事長

現
熊倉 純子

元
現 小宮山 宏

I

現北海道知事 高橘 はるみ

外務事務次官

最高裁判所判事

一
兀
一
兀

竹内 行夫

現立教大学社会学部教授 萩原 なつ子

現東京大学先端科学技#研究センタ 牧原 出
一教授

㈱NTTデータ社長

内閣府公益認定等委員会委員長

元
現 徹山下

日本経済団体連合会副会長、審議

員会議長

新日本石油㈱社長

元

渡 文明

元

(50音順、敬称略）
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｢栄典に関する有識者」について

［焉篭墓重夫皇塁呈）
改正平成12年12月28日

同 14年2月 4日

1 趣旨

栄典の授与に当たっては、広く国民の意見を反映させ、もって栄典制度が公正に運

用されるよう努める必要がある。

このため、内閣総理大臣は、栄典制度に係る基本的事項について各界の有識者の意

見を聴き、栄典行政にその意向を反映させるものとする。

2栄典に関する有識者への依頼

(1) 内閣総理大臣は、各界からおおむね10名の「栄典に関する有識者」 （以下「有

識者」という｡）を依頼する。

（2） 有識者への依頼の期間は、 3年間とする。

3意見聴取

(I) 内閣総理大臣は、原則として、毎年春と秋に有識者の意見を聴くものとする。

（2） 前号のほか、内閣総理大臣は、必要に応じ有識者の意見を聴くものとする。

4庶務

有識者の意見聴取に係る庶務は、内閣府賞勲局において処理する。
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第2章

勲章○褒章の事務事の

国手

園〒

勲章の事務

春秋叙勲
外国人叙勲
文化勲章
危険業務従事者叙勲

I

1春秋叙勲

2外国人叙勲
3文化勲章
4危険業務従事
5高齢者叙勲
6死亡叙勲
7緊急叙勲

亜褒章の事務

1春秋褒章
2紺綬褒章
s遺族追賞



I 勲章の事務

1 春秋叙勲

（1）概要

春秋叙勲は、 「生存者叙勲の開始について」 （昭和38年7月12日閣議決定）に基づ

く生存者に対する叙勲として､昭和39年4月29日に各界の功労者に対しその第1回

が発令されたのに始まり、以来、毎年春は4月29日、秋は11月3日の2回発令され

ている。

春秋叙勲の推薦手続については､従来､必ずしも統一されていない面もあったため、

春秋叙勲が定着したことにもかんがみ､｢勲章及び文化勲章各受章者の選考手続につい

て」 （昭和53年6月20日閣議了解） （更14参照）を定めて、手続の整備を行った。そ

の骨子は、次のとおりである。

〔骨子〕

(1) 内閣総理大臣は、春秋叙勲候補者推薦要綱を決定し、閣議に報告する。

(2) (1)の推薦要綱に基づき、衆議院議長、参議院議長、国立国会図審館長、最高

裁判所長官、内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長、人事院総裁、宮内庁長官

及び内閣府に置かれる外局の長は、候補者を内閣総理大臣に推薦する。

(3) 内閣総理大臣は、 （2）により推薦された候補者について審査を行い、勲章の授

与について閣議の決定を求める。

この閣議了解に基づき、昭和53年秋から、従前の実施要綱に代えて、毎回、 「叙勲

及び賜杯候補者推薦要綱」が定められていたが、要綱の内容について必ずしもその都

度変更を要しないことから「春秋叙勲候補者推薦要綱』 （平成2年12月12日内閣総

理大臣決定）が定められ、平成3年春以降はこれに基づいて行われた。栄典制度の改

革に伴い、平成15年秋以降は現在の推薦要綱(R15参照）に改められている。

これらの「選考手続｣、 『推薦要綱」は、栄典に関する有識者(R8参照）の意見を

聴き、内閣総理大臣が決定し、閣議了解又は閣議報告されたものであり、これに基づ

き、擬勲局は、候補者の協議を受け、審査の上、その結果推薦された者について閣議

決定を求める。これらの手続の概略は（2）事務の流れのとおりである。

また、栄典制度改革の一環として、平成15年秋より一般の方々からも春秋叙勲の

候補者としてふさわしい者の推薦を受け付ける制度が開始された（翌26参照)。
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勲章及び文化勲章各受章者の選考手続について

［ ］
昭和53年6月20日

閣 議 了 解

最終改正平成28年9月16日

毎年の春秋叙勲及び春秋外国人叙勲において授与される勲章（杯を含む。以下「勲章」

という｡）並びに毎年秋に授与される文化勲章の受章者の選考は、次の手続によるものとす
る。

(I) 内閣総理大臣は、勲章については春秋叙勲候補者推薦要綱及び春秋外国人叙勲候補者

推薦要綱を、文化勲章については文化勲章受章候補者推薦要綱を、それぞれ決定し、閣
議において報告する。

(2) (1)の各推薦要綱に基づき、衆議院議長、参議院議長、国立国会図書館侭最高裁判

所長官、内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長、人事院総裁、宮内庁長官及び内閣府

に置かれる外局の長（以下「各省各庁の長」 という｡）は春秋叙勲候補者を、外務大臣

は春秋外国人叙勲候補者を、文部科学大臣は文化勲章受章候補者を、それぞれ内閣総理
大臣に推薦する。

この場合において、春秋外国人叙勲候補者の推薦については､各省各庁の長は、あら

かじめ、外務大臣に意見を述べることができるものとし、文化勲章受章候補者の推薦に

ついては、文部科学大臣は、あらかじめ、文化審議会令（平成12年6月7日政令第2

81号）第5条第1項に規定する文化功労者選考分科会に属する委員である者全員の意
見を聴くものとする。

13) (1)に定めるもののほか、内閣総理大臣は、春秋叙勲候補者としてふさわしい者の一

般推薦要綱を定め、春秋叙勲候補者としてふさわしい者の一般からの推薦を受け付け

るとともに、当該要綱に基づき、各省各庁の長又は各都道府県知事と春秋叙勲候補者

としての推薦の可否を調整する。

(4) 春秋叙勲候補者推薦要綱に基づき、各省各庁の長又は各都道府県知事は、 (3)の調整
を終えた春秋叙勲候補者を内閣総理大臣に推薦する。

(5) 内閣総理大臣は、 (2)及び(4)により推薦された候補者について審査を行い、勲章及
び文化勲章の授与について閣議の決定を求める。

(6) 勲章は、春にあっては4月29日、秋にあっては11月3日に、文化勲章は、 11
月3日に発令するものとする。

－14－



春秋叙勲候補者推薦要綱

成15年5月1 6

閣総理大臣決

成1 5年5月20

識 報

成28年9月1 6

部 改

成28年9月16

識 報

平
内
平
閣
平
一
平
閣

日
定
日
告
日
正
日
告

1 春秋叙勲において授与される勲章（杯を含む。以下「勲章」 という｡）の受章者の予定
数は、毎回おおむね4， 000名とする。

2衆議院議長、参議院議長、国立国会図番館長、最高裁判所長官、内閣総理大臣、各省

大臣、会計検査院長、人事院総裁、宮内庁長官及び内閣府に置かれる外局の長（以下『各

省各庁の長」という｡）並びに各都道府県知事は、次の(I)又は(2)に掲げる者（日系一世

である者を含む｡）のうちから、国家又は公共に対する功労のある者を選考し、毎回、春
又は秋の叙勲候補者（以下『候補者」という｡）として内閣総理大臣に推薦するものとす
る。

(1) 70歳以上の者

（2） 55歳以上の者で次のア又はイに該当するもの

ア糖神的又は肉体的に著しく労苦の多い環境において業務に精励した者

イ人目に付きにくい分野にあって多年にわたり業務に精励した者

3各省各庁の長及び各都道府県知事が2により候補者を選考する場合において、その功

労となる活動が日本国憲法の施行の日前で終わっている者については原則としてその対

象としないものとし、昭和39年以降の春秋叙勲又は平成15年以降の危険業務従事者

叙勲により勲章を受章した者についてはその者がその後抜群の功労を挙げ、かつ、さき
に勲章を受章した後の経過年数が原則として7年以上であるものに限りその対象とする
ことができるものとする。

4 2の推薦を行うに当たっては、あらかじめ、文書により内閣府賞勲局に協議するもの
とする。

5 4の協議に関する書類の提出は、春の叙勲にあっては前年の12月26日までに、秋

の叙勲にあってはその年の6月30日までに行うものとする。

附則

春秋叙勲候補者推薦要綱（平成2年12月12日内閣総理大臣決定）は、廃止する。

附則

この決定は、平成28年9月16日から施行する。
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(2） 事務の流れ

【春秋叙勲の事務の流れ】
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煎者卜 ・一一一戸 勲章候補者とし：

て可能性がある；
者をおおまかに；
選抜
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① 協議書類の提出

各省各庁の長においては、推薦要綱及び賞勲局総務課長通達(P77参照）に基づ

き、各都道府県、市区町村、政府関係機関及び管下関係団体から候補者の推薦を求

め、選考の上、賞勲局に推薦する。

賞勲局に対する推薦手続は、推薦要綱に定めるとおり、あらかじめ、関係書類を

賞勲局に提出して協議し、その協議結果に基づき、正式に推薦手続を取るものと定

められ、協議書類の提出期限は、次のとおりである。

推薦要綱では、正式推薦に先立ち《協議を受けることとしているものであり、推

薦要綱に定められた協議書類の提出締切り後の受付は一切しないこととなっている。

なお、協議に係る予定の候補者のうち、以下の項目に該当する者については、協

譲謬類を提出する前に事前連絡をし､賞勲局に協議するものとしている(P73参照)。

②審査

賞勲局では、協議を受けた候補者について、功績内容等を精査し、過去の先例等

との比較検討の上、勲章授与の可否や授与する勲章の内閣府案を決定する。決定し

た内閣府案は、各省各庁の長に内示される。 。

③内示

内示に当たっては、賞勲局総務課長より各府省栄典担当課長に対し、通達(P.83

参照）を発出し、手続の細目を定めている。

なお、春秋叙勲の内示時期は、次のとおりである。

④推薦

各省各庁の長は、賞勲局より内示を受け、候補者の意思を確認の上、正式に推薦

を行う。なお、推薦に当たっては、勲章の授与に関する依頼書(R87参照）を提出

する。

提出期限については、叙勲の内示の際に連絡している6
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春の叙勲 前年の12月26日

秋の叙勲 当該年の6月30日

項 目 提出期限

ア大綬章を希望する候補者

イ新しい分野の候補者

ウ過去に叙勲・褒章の協議書類提出後、取下げ、

エ

辞退等をしたことがある候補者

再叙勲を希望する候補者

オ栄典の受章環境について検討を要する候補者

春の叙勲：前年の11月16日

秋の叙勲：当該年の5月16日

稗

春の叙勲 3月中下旬

秋の叙勲 9月中下旬



』

⑤閣議決定及び裁可

内閣は、内閣府からの閣議請議案を閣織に諮り決定する。閣議後、上奏し、裁可

を得て発令される。

⑥発令

発令日は、次のとおりである。

閣議決定、裁可後発令日までに若干の日があるが、この間に候補者が死亡した場

合は死亡同日付けで死亡叙勲として発令される。なお、閣議決定後に閣議決定以前

に死亡していたことが判明した場合は、速やかに閣議決定を取り消す閣議決定を行

う必要が生ずる。

⑦伝達及び拝謁

大綬章以上の勲章は宮中において天皇陛下から親授され、重光章の勲章は同じく

宮中において内閣総理大臣から伝達され、中綬章以下の勲章及び杯は各省各庁の長

等から伝達される。いずれも親授式または伝達式終了後、宮中において配偶者同伴

で天皇陛下に拝謁することとなっている。

(3） 候補者選考に当たっての留意事項

春秋叙勲は、 「生存者叙勲の開始について」 （昭和38年7月12日閣議決定）に定め

られているとおり、『国家又は公共に対し功労のある者を広く対象とする』ものであり、

各界各層から候補者を選考するものとされている｡したがって、中央において活躍し

ている者に偏ることなく長年地域社会に貢献した者を菰極的に選考し、あるいは、有

名人等に偏ることなく、人目につきにくい分野等において長年社会を支えてきた者の

選考に努めるなど、幅広く候補者を選考することが求められている。

①推薦年齢について

春秋叙勲の推薦年齢は、原則として70歳以上とされているが、精神的又は肉体

的に著しく労苦の多い環境や人目につきにくい分野等で長年業務に従事し、国家又

は公共に対し功労のあった者については、特例として昭和41年春以降、 55歳以上

で叙勲の対象とすることができるよう緩和している。

その対象範囲は、推薦要綱により、次のように定められている。

ア精神的又は肉体的に著しく労苦の多い環境において業務に精励した者

イ人目につきにくい分野にあって多年にわたり業務に精励した者
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春の叙勲 4月29日

秋の叙勲 11月3日



これらの分野の者は、世の支えとして目立たないところで働いている者ばかりで

あるので、候補者をいわば発掘する努力が必要である。参考までに、これらに該当

する者として、過去に叙勲された例を対象別に挙げれば次のとおりである。

水難救助員、山岳遡難救助員、消防団員、水防団員、電気工事人、鉱山労働者（鉱

山保安員、採炭員、坑内作業員等)、発電所保全員、病理細菌技師、エックス線技師
等

気象観測人、へき地の医師・助産師・保健師、保育士、看護師、介護職員、牧者、

鉄道関連従事者（機関士、線路工、電力工､保線工等)、自動車運転手、船員、踏切
警手、水理観測員､渡し守、電話交換手、旋盤工、造船関連従事者（造船鉄工、機

関修理工等)、染色工、木工、製紙工、陶器工、大工、左官、鳶、造園工、水道工事

人、道路工手、ボイラー技師、塗装工、表具師、蒔絵師、郵便集配員、港湾作業員、
港湾竣渋工、用務員、廷吏、執行官、守衛、信号工、灯台灯火監視協力者、森林看
守人、寮母、清掃作業員等

②再叙勲について

春秋叙勲により既に勲章を授与されている者については、その者が抜群の功績を

挙げ、かつ、先に勲章を授与された後の経過年数が原則として7年以上あるものに

限り、再度、勲章の授与を検討することができるものとされている。

なお、再叙勲の対象者は、現在、原則として抜群の功労のあった者であって、か

つ、中綬章以上に擬叙されるものとしている。

ただし、小綬章以下に擬叙される者であっても、先に勲章を授与された後の経過

年数が7年以上あり、かつぐ年齢80歳以上の者で前回の勲章の授与後上位の職に

就き、顕著な功績を挙げた者などについては、例外的に検討の対象とすることがで
きるものとされている。

③褒章（緑綬、黄綬、紫綬、藍綬褒章）受章者に対する勲章の授与について
勲章は、功労を総合的に評価するのに対し、褒章は褒章条例に定める特定の分野

の優れた事績があれば足りるため、褒章受章者が叙勲年齢に達した場合において、
他に評価できる顕著な功労を有する場合、叙勲候補者となることがあり得る。

しかしながら、短期間に同一人に褒章と勲章が重ねて授与されることは、勲章も

褒章も同じ国家の栄典であること及び叙勲候補者が多数存在していることから好ま

しくないため、褒章受章者については病気等特別の事情がある場合を除き、褒章受
章後5年以上経過しなければ勲章の対象としないこととしている。

ただし、紅綬褒章、紺綬褒章、災害救助活動による緑綬褒章及びオリンピック等

スポーツ競技による紫綬褒章については、事績の特殊性にかんがみ経過年数を必要
としない。

なお、 「他に評価できる顕著な功労を有する場合」とは、褒章受章時に評価の対象

となった事績と異なる分野における功績を有する場合のほか、同分野において褒章

受章後にさらに功績を挙げた場合もこれに該当するものとして扱っている。

『
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イ人目につきにくい分野にあって多年にわたり 業努に；脅励した者



④日本国憲法施行の日前の功労の取扱いについて

春秋叙勲は、日本国憲法の下における栄典であるという性格にかんがみ、 『功労と

なる活動が、 日本国憲法施行の日前で終わっている者については､原則として対象

としない」 （推薦要綱）ものとしている。

⑤刑罰を受けたことのある者等の取扱いについて

栄典は、その受章者が国民から広く祝福されるものでなければならない。春秋叙

勲においても､単に功労の大きさによることなく､刑罰を受けたことのある者等で、

栄典を授与するにふさわしくない者については、勲章の授与を差し控えている。

また、これらの事実の確認等を、候補者の推薦依頼及び内示の際に、各省各庁の

長に対し、文書及び口頭でお願いしているところである。推薦に関与した機関、地

方公共団体、関係団体においても、推薦時より発令に至るまで、この点十分に留意

し、遺漏のないよう処理することが求められる。

なお、栄典を授与することが不適当な者の取扱いは第3章にまとめてある。

⑥賜杯について

杯が授与されるのは、その者の功労を表彰する方法として勲章を授与することよ

りも杯を授与することがふさわしいと認められる者である。これまで、高位の僧侶

等が授与されている。

(4） 協議書類の作成要領について

叙勲審査に必要な書類は、次のとおりであるが、功績内容を評価する上で必要と認

められる場合は、適宜の様式で更に追加資料等の提出を求めている。

なお、功績調書、履歴番等の作成に当たっては、A4判たて、横書き、両面印刷を

基本とし、左綴じとする。

また、刑罰等調書、戸籍抄本等の市町村で作成する審類で、A4判以外のものは、

A4判の台紙に貼付し、左綴じとする。

ここでは、戸籍抄本以外の書類について書類作成上の注意事項、記載要領、記載例

を示すこととする。

(ｱ）功績調譜

功績調書は、功績の内容によって特色のある記述を必要とする場合があるの

で、各府省の実情に合わせて作成する。

また、功織の評価は具体的な行為とその効果等の程度によって判断すべきも

のであり、功績は細大もらさず具体的かつ簡潔に要領よく作成する。

〔留意事項〕

i 用紙は､A4判たて、横書き、両面印刷を基本とし、左綴じとすること。

h氏名を記載すること。

通功績の内容は抽象的な表現でなく具体的に記載すること。

iv功績が複数の分野にわたっているときは、分野ごとに分類し、項目別に

記載すること。
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v表彰歴のある者について、その功績を特記する場合は、表彰の種類、表

彰年月日及びその内容を記載すること。

(ｲ） 履歴響

履歴響は、下記の点に留意し、様式2-1 (R53参照）により作成する。

〔留意事項〕

i 用紙は、A4判たて、横書き、両面印刷を基本とし、左綴じとすること。

、氏名の字画は正確に記載し、ふりがなを付すこと。また、結婚等により

氏名が変わっている者については、旧氏名を現氏名の下に（ ）譜きで記

載し、ふりがなを付すこと。

通学歴等については、最終学歴（中退を含む｡)、試験、免許、資格、学位

等を年月日順に正確に記載すること。

iv職歴等については、次の区分により、それぞれ年次順に正確に記載する

こと。

(i)公務員歴については、官職、官等（戦前の判任官、高等官等)、俸給

（等級、号俸)、所属、階級（軍人等)、軍歴等を正確に記載すること。

(i)民間の職歴については、会社の名称及び役職名、並びにその始期及び

終期の年月日を正確に記載すること。

(M)議会議員等歴(国会議員､都道府県議会議員及び市区町村議会議員等）

については､たとえ継続していても改選ごとに始期及び終期の年月日を

正確に記載すること。

(W)審議会等歴については、設置府省名、名称並びに、その始期及び終期

の年月日を正確に記救すること。

(v)消防団歴については、消防団の階級別（団長、副団長、分団長等）に

始期及び終期の年月日を正確に記載すること。

(w)その他法律等に基づく委員歴（調停委員、保護司、行政相談委員等）

については､その任命等の始期及び終期の年月日を正確に記載すること。

（樹)民間団体歴については、団体の名称及び役職名、並びにその始期及び

終期の年月日を正確に記載すること。

v賞罰については、次のような区分により年次順に記載すること。

(i)叙位及び勲章（発令年月日を記載すること｡）

(i)褒章（発令年月日、種類及び受章理由を記載すること｡）

(i)その他の表彰（表彰年月日、表彰者、表彰理由を記載すること｡）

(W)刑罰（判決言渡し年月日、刑罰の内容、処罰の理由、判決言渡し裁判

所名、判決確定年月日及び刑終了年月日を記載すること。なお、当該判

決が恩赦法の適用を受けている場合は、その旨を併記すること｡）

vi生業歴、団体歴等、経歴には漏れのないように留意すること。

(ｳ）刑罰等調書（本籍市町村長の作成に係るもの）

用紙はA4判たて、横書きとし、様式は､原則として、様式2-2(R57参照）

による。A4判以外のものは、A4判の台紙に貼付する。

(工）戸籍抄本
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(ｵ）勲章審査票（指定の様式）

春秋叙勲の審査票には、 (A)、 (B)、 (A・C-2)及び(B.D.E-2)の4種類の様式があ

り、 うち(A.C･2)と(B.D.E-2)については、記入する経歴が2枚以上にわたる場

合の2枚目以降の様式である。作成に当たっては、適宜の様式を組み合わせて

使用する。履歴書記載事項のうち生業歴、議会議員歴、国・地方公共団体から

委嘱を受けた委員等については、経歴をまとめることはあっても、記入漏れの

ないように、団体歴については、安易に省略せずに記入する。また、会社規模

や団体規模についても安易に省略せずに記入する。

様式(A)と(A.C-2)は、在職期間に一定の率を乗じて換算年月数を計算するた

めの職を記入できるようにしたもので、一般職、特別職の公務員又は公選の職

が主たる功績である者を目的として作成したが、そのほか、消防団員、船員等

にも利用できる。

横式(B)と(B.D.E･2)は、上記以外の職をより多く記入できるよう作成したも

のであり、主として実業界等における功績が主体となる者を対象としたもので

ある。

従って、審査票は、叙勲候補者の経歴等から最適の様式を判断して使用する

こととなる。

勲章審査票の記載要領は､「勲章審査粟及び褒章審査票の記載要領」 (R58参

照）のとおりである。

なお、危険業務従事者叙勲、死亡叙勲及び褒章の審査票の記載要領もほぼ同

様であるので、併せてここで記述した。

(力）叙勲候補者名簿

i 叙勲候補者名簿（以下、 「名簿」という。P70参照）は、一類と二類を分け、

用紙を改めて作成する（両面印刷)。府省等欄には、府省等名を記入する。

名簿の最初のページには、 「叙勲候補者名簿」の文字の右に、一類の名簿にあ

っては「一類』 と、二類の名簿にあっては「二類」 と記入する。

i番号柵には、その府省を通じ、一類については1から、二類については1001

から始まる一連番号を記入する。

通※欄については、協議に係る勲章の種類を記入する。

iv氏名・芸名等・生年月日・年齢・現住所櫛には、勲章審査票から所要の事項

を転記する。

なお、現住所にあっては、市区町村名まで記入すること（郡名にあっては省

略しても差し支えない。)。

v主要経歴棚には、勲章審査票の官職名等欄又は職名等欄に記入した経歴のう

ち、主要なもの（5つ以内）の職名及び当該職に係る在職年月数を記入する。

この場合において、その者が既に退職している場合におけるその職については

職名の前に「元」と、その者が引き続き発令の期日まで在職していると推定さ

れる職については職名の前に「現」と記入する。同一の職に2度以上就職した

場合におけるその職については、中断の期間を除き、職名及び当該職に係る在

職年月数を一括して記入する。

なお、各種団体等の役職等を記入するにあたっては、次に掲げる略称を頭部

に記入する。
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(医)…･･･…（医療法人 医療法第39条に基づく法人）

(学)………（学校法人 私立学校法第3条に基づく法人）

(福)………（社会福祉法人社会福祉法第22条に基づく法人）

牡)………（社団法人 民法旧第34条に基づく法人）

側)．．…･…（財団法人 民法旧第34条に基づく法人）

(一社） ・…．． （一般社団法人一般社団・財団法人法に基づく法人）

(一財）……（一般財団法人一般社団・財団法人法に基づく法人）

(公社）……（公益社団法人公益法人認定法に基づく法人）

(公財） ・・…． （公益財団法人公益法人認定法に基づく法人）

(特)･…．.…（特殊法人 国家的、公共的性格を持った事業を行わせる

ために特別の法律に基づいて設立された法人）

(独)………（独立行政法人独立行政法人通則法に基づく法人）

(特非)……． （特定非営利活動法人特定非営利活動促進法に基づく法人）

(株)…．．…･株式会社 （有)………有限会社

(費)…．．…･合資会社 （名)．．……･合名会社

vi備考欄には、勲章審査上参考となる事項を記入する。

なお、大臣表彰、知事表彰又はこれに相当する表彰を受けている場合は、表

彰名、表彰年月日、表彰事由を記載するものとする。

vii 前叙・褒章等欄には、既有の勲章又は褒章（紺綬褒章を除く｡）の麺類及び発

令年月日を記入する。

(ｷ）団体の規模及び事業概況等調

i 団体の規模及び事業概況等調は、候補者の功績の評価に係る団体であって、

その役員として関与していた最終時点で作成することに加え、同時点から10

年前を基本とした一時点を合わせて記載することとし、原則として、様式2－3

（史72参照）による。

、 記入上の注意

(i)団体の名称欄には、団体の名称を略さずに記入し、括弧内にその団体の設

立年月日を付記する。

(i)法的根拠柵には（特殊法人)、 （公益財団法人)、 （任意団体）等の別を明ら

かにし、法律に基づくものはその法律名を記入し､括弧内にその法律の公布

年を付記する。

(M)会員数柵には、連合団体については加盟団体数及び全会員数を、連合団体

以外については会員数を記入する。

(W)活動範囲欄には、実際に活動している範囲（全国、県、郡、市、町村等）

を記入する。

(v)役職員構成棚には、役職の名称とその員数及び長の氏名を、また、事務局

がある場合は、その職員数等を具体的に記入する。

（#）年予算額柵には、年予算額及びその予算の出所（例えば補助金、会菱等）

を具体的に記入する。

(wi)事業内容柵には、事業の内容を具体的に記入する。

（南）備考欄には、補足事項を記入する。

なお、団体の名称に変更のある場合は、変更年月日を、団体が解散してい

る場合は解散年月日及びその理由を記入する。
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(5） その他の手続

①事前連絡書類

協議を予定する候補者のうち、以下の各項目に該当する者については、協議書
の提出に先立ち、事前連絡を要することとしている(R73参照)。
賞勲局では事前連絡のあった候補者について事前に審査を行い、協議の可否を
判断している。

事前連絡を要するものと提出書類は次のとおりである。
（ｱ）大綬章を希望する候補者について

i 事前連絡様式1 (R75参照）

、勲章審査票（通し番号は記載せず｡）
通功績調書

iv履歴書

（ｲ）新しい分野の候補者について

i 事前連絡様式2 (R75参照）

、勲章審査票（通し番号は記載せず｡）

※必要に応じ、功績調書等提出。

（ｳ）過去に叙勲・褒章の協識審類提出後、取下げ、辞退等をしたことがある候補者
について

i 事前連絡様式3 (P75参照）

、勲章審査票（通し番号は記載せず｡）

（ｴ）再叙勲を希望する候補者について

i 事前連絡様式4 (R75参照）

1勲章審査票（通し番号は記載せず｡）
通功績調書

iv履歴書

（ｵ）栄典の受章環境について検討を要する候補者について

i 事前連絡様式5 (P75参照）及び機式5別紙(R76参照）
、勲章審査票（通し番号は記載せず｡）

世関係書類（事案の詳細がわかる盗料、新聞記事等）

※推薦をするに問題があると思われる候補者について、事前に連絡をするも
のなので､過去に候補者本人若しくは関係法人等に不祥事等があった場合は、
当該様式に基づき事前連絡を行う。

②異動届

（ｱ）通常の異動届(R80参照）

i 協議中の候補者について、死亡、取下げ等の異動が生じた場合は、所定の様
式にその内容（死亡年月日、取下げ理由等）を記載し、速やかに提出する。
亜死亡以外の異動の場合には、当該異動届提出の際に、その内容を記載する。
取下げをする場合には、理由及び経緯も付記する。

(ｲ）諾否の異動届(R91参照）

i 内示された候補者の受諾の意向を確認し、諾否結果（受諾又は辞退）を所定
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、

の様式に記載し、内示の際に示される日時までに提出する。

なお記載する際は、辞退、死亡、受諾の候補者の順に整理し、それぞれ通し

番号順に記載する。

曲 当該期間（内示から異動届提出まで）に、候補者の死亡があった場合は、併
せてその内容を記載する。

通辞退する候補者がある場合には、辞退の理由及び経緯も付記する。

iv受諾する候補者で、氏名、主要経歴、現住所及び本籍について変更や訂正が

あった場合は、当該候補者の氏名及び変更・訂正する事項を記載する。

③勲章の授与に関する依頼書(R87参照）

内示された候補者に受諾の意向を確認し、受諾意思のある者のみ依頼書に記載
する。

（ｱ）叙勲候補者の氏名は､旭日章､瑞宝章の順に配列し､同種勲章の者については、

勲章の高い方から順に、同一勲章については、五十音順に配列する。

（ｲ）受杯候補者の氏名は､叙勲候補者の氏名の後に､銀杯(5号､4号､3号､2号、

，号)、木杯（5号）の順に配列し、同一杯の者については、五十音順に配列す
る。

（ｳ）候補者氏名には、ふりがなを付ける。

④叙勲候補者が死亡した場合の提出書類（異動届とは別に提出）

候補者が死亡した場合は、当該候補者の氏名及び死亡年月日を至急連鐙する。

(ｱ）閣議決定前に死亡した場合

通常の死亡叙勲の手続き(R46参照）を行う。

閣議決定後、発令日までの間に死亡した場合（施行日変更）

死亡の届出雷(R90参照）

死亡診断書又は除籍抄本

(ｲ）

Ｉ
ｗ
ｕ

閣議決定後、閣議決定前に死亡していたことが判明した場合は、閣議の決定を

取り消すための閣議決定を行う必要が生じるため、そのようなことのないよう特

に留意すること。

(6) 受章者公表の取扱いについて

①報道機関に対する対応

春秋叙勲については､毎回おおむね4,000名程度発令しており、その多くの受
章者が報道機関により報道されることによって顕彰としての実が得られること等

の観点から、内閣記者会との協定（この協定は、 日本新聞協会加盟各社間協定と

なる｡）の下に、事前に内閣記者会に対して勲章受章者のアドバンス発表を行い、

報道の便を図っている。
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I

〔骨子］

(1) ア際バンス発表の日時

○月○日 （○）午後○時○分

(2)報道の扱い

①・新 間 ○月○日 （○）付け朝刊

②ﾗｵ'ﾃﾚ ，ｲﾝﾀｰﾈｯト ○月○日 （○） 日本時間の午前5時から

(3)配布資料

①平成○年（春・秋)の叙勲受章者名簿

②平成○年（春・秋）の叙勲受章者統計表

③各界における叙勲例

(4) 協定日から「報道の扱い」の日時までの間は、平成○年（春・秋）の叙勲につ

いて、人名に触れる報道はしないこととする。

②各府省。各都道府県に対する対応

各府省及び地方公共団体においては、上記協定日時以降であれば、 日本新聞協会

に加盟する報道機関に対し発表し、あるいは照会等に回答することは差し支えない

が、 日本新聞協会加盟社以外の報道機関については、協定日時と同様の条件につい

て、各府省及び地方公共団体の責任において協定を結んだ場合に限り、 日本新闘協

会加盟と同様の取扱いを行うことができる。

※各府省、各都道府県への名簿等の配付日時：閣議終了後

(注）春秋外国人叙勲のアドバンス発表も同織の取扱いとなっている。

③一般に対する対応

広報の一環として、受章者の氏名、年齢､性別、授与勲章､功労概要、主要経歴、
住所（市区町村名（政令指定都市は区）まで）及び過去に受章した勲章・褒章につ

いて、行政機関個人情報保護法に基づき、適切な管理の下、一般の閲覧に供すると

ともに内閣府ホームページに褐戦している。

(フ） 春秋叙勲の候補者としてふさわしい者の推薦（一般推薦）

春秋叙勲の候補者としてふさわしい者の推薦（以下『一般推薦」という｡）は、 「栄

典制度の改革についてj (平成14年8月7日閣議決定）を踏まえ定めた『春秋叙勲の

候補者としてふさわしい者の一般推薦要綱」 (R30参照）に基づき、平成15年秋の叙
勲から実施している。

一般推薦の趣旨は、これまでの選考方法では取り上げられなかった人目に付きにく

い分野において真に功労のある者や多数の分野で活躍し総合的に評価すれば国家又は

公共に対する功労の大きい者を把握することであり、幅広い視点を持って選考に努め

る必要がある。

内閣府ホームページに推薦方法や被推薦者の要件等を掲載するとともに、政府広報

を活用し、一般推薦制度の周知を図っている。

一般推薦の事務の流れは別図のどおり。
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春秋叙勲の候補者としてふさわしい者の推薦(一般推薦)の流れ

鱸蕪観…｡霊; 衾… 祷同

1

指定の推薦審等を提出

(推薦諜零の入手方法）
･内閣府ﾎｰﾑベｰジから

・内閣府尚勲局に制求

・桶遊府児紫典細罰部！Ci)から

指定の推薦審等を提出

推薦諜零の入手方法）
･内閣府ﾎｰﾑベｰジから

･内閣府尚勲局に制求

旨定の推薦審等を提出

瀞諜零の入手方法）
卿府ﾎｰﾑべｰジから

2 龍
趣
鶴
織

内閣府賞勲局

推薦僻群の受付 ①被推薦者の経歴稠査

②栄典の候補者としてふさわしいか検討

※特に､多くの分野において椒数の功績を持つ被推薦者
は､鯰合的に評価して栄典の候補者となり得るか検討。必要に応じ､繰雁捌迩･検討を催荊

=秀司斗一『ロ4
3 1
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』

で筵PPr‘DJ

冬

関係府省

①被推薦者の経歴調査

②栄典の候補者として
ふさわしいか検討

※特に､多くの分野において複数の
功績を持つ被推薦者は､総合的に
評価して栄典の候補者となり得る
か検討。

雁『 1 』4 .？$
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検討の依頼
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内閣府賞勲局

なお、推薦者等の要件や具体的な推薦方法等については、P.28を参照のこと。
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春秋叙勲の候補者としてふさわしい者の推薦方法等について

1 推薦の方法について

(1)推薦者は、国家又は公共に対し功労のある者を春秋叙勲の候補者としてふさわし
い者（以下「被推薦者」 という｡） として推薦する場合には、推薦書及びその推薦
に賛同する2名の賛同書を、内閣府賞勲局に郵送により提出してください。提出は
いつでも行うことができます。

(2)推薦響及び賛同書については、別途定めた様式のものを使用してください。

推薦醤及び賛同醤は､内閣府賞勲局､内閣府ホームページ(http:伽ww8.cao.gojp
/shokun/index.html)及び都道府県の栄典担当窓口で入手することができます。

推薦書及び賛同書の記入については、別紙記入例を参考としてください。

(3)推薦者は、 20歳以上の者とします。

(4)推薦者は、 自ら及び自らと三親等内の親族関係にある者を被推薦者とすることは
できません。

(5)賛同者は、 20歳以上の者で、被推薦者及び推薦者と二親等内の親族関係にない
ものとします。

2被推薦者について

（1） 次の①又は②に該当する者で、国家又は公共に対し功労のあるものを、被推薦者
とすることができます。
①70歳以上の者

②55歳以上の者で次のア又はイに該当するもの

ア鞘神的又は肉体的に著しく労苦の多い環境において業務に精励した者
イ人目に付きにくい分野にあって多年にわたり業務に精励した者

ただし、その功労となる活動が日本国憲法の施行の日前で終わっている者、昭和

39年以降の春秋叙勲により勲章を既に受章している者及び功労が公務員として
の功労に限られている者については、被推薦者とすることはできません．

(2)人目に付きにくい分野において真に功労のある者や多数の分野で幅広く活躍し功
労のある者を推薦していただくことが、この一般からの推薦の本旨です。

(3) 国家又は公共に対し功労のある者として勲章を授与されている主な民間分野のも
のを参考に示すと、次のようなものが挙げられます。
［例］

推薦が「70歳以上」 とされている者：

私立学校長、学校法人理事長、文化財の保謹に寄与した者、芸術文化の振
興に寄与した者、社会福祉施設の長、保育園の園長、病院長、国勢調査員、
行政相談委員、保護司、人権擁護委員、民生、児童委員、調停委員、公益
性を有する各種団体の役員として功績を挙げた者、企業経営者として公益

に寄与した者、科学技術の振興に寄与した者
推薦が『55歳以上」 とされている者：
社会福祉施設の寮母・指導員、保育園の保育士、看護師、へき地の医師・
保健師・助産師、消防団員、水防団員、水位観測員、灯台灯火監視協力者、
森林看守人
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(4)勲章はその者の生涯にわたる功労を評価して授与するものであることから、一般

的には個々の活動が長期にわたっていることが必要とされます｡必要とされる活動
歴については経歴により異なりますが、最も短い場合においてもおおむね20年の

活動歴が必要とされます。ただし、多数の分野で功労のある者については、個々の
経歴において必要とされる活動歴が若干緩和して取り扱われることがあります。

3推薦後の取扱いについて

（1）被推薦者が春秋叙勲の候補者として適当であるか否かの検討に当たって、推薦書
及び賛同瀞の記載内容のみでは十分な検討ができない場合には、当該者の功労に係
る調査を関係府省等に依頼することがあります。

(2)被推薦者が春秋叙勲の候補者として適当であるか否かについては、当該者の功労

の内容及び当該者等に係る勲章を授与するにふさわしくない事実の有無等を踏ま
え、内閣府と関係府省の協識により個々に判断されることとなります。その結果候

補者として適当でないと判断される場合もありますので､被推薦者が期待を抱かな
いよう十分な配慮をお願いしますも

(3)被推薦者が春秋叙勲の候補者として適当であると判断された場合においては、候

補者の主たる功労に関係する府省から内閣府へ正式推薦の手続がとられることと
なります。しかしながら、一般からの推薦時期と叙勲日程の関係、被推薦者の総数
及び授与勲章に係る審査等の関係により、必ずしも推薦審及び賛同書が提出された
直近の春秋叙勲の候補者として取り扱われるものではありません。

(4)被推薦者が春秋叙勲の候補者として適当であるか否かの判断が決定された場合に
は、その旨を推薦者にお知らせします。

(5)被推薦者が春秋叙勲の候補者として適当であるか否かの検討は、個人のプライバ
シーに係る事項を含むことから、被推薦者に係る検討状況等についての問い合わせ

に対しては、(4)の場合を除き応じることはできませんので、あらかじめ御承知願い
ます。

(6)被推薦者の功労の内容が褒章として検討するにふさわしい場合には、褒章の候補

者として取り扱うことがあります。

4－推薦先及び照会先

内閣府賞勲局総務課一般推薦担当あて

〒100-8914東京都千代田区永田町1－6－1

Tel代表03-5253-2111 内線83244
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春秋叙勲の候補者としてふさわしい者の一般推薦要綱

1
1 趣旨

春秋叙勲の候補者の選考に当たり、人目に付きにくい分野において真に功労のある者
及び多数の分野で活躍し総合的に評価すれば国家又は公共に対する功労の大きな者等を
把握するため、一般からの推薦を受け付けるものとする。

2推薦者

（1） 20歳以上の者。

（2）推薦者は、 自ら及び自らと二親等内の親族関係にある者を春秋叙勲の候補者として
ふさわしい者（以下「被推薦者jという｡） として椎鱒することはできない。

3被推薦者

吹の①又は②に該当する者で、国家又は公共に対し功労のある者とする｡
①70歳以上の者

②55歳以上の者で次のア又はイに該当するもの
ア精神的又は肉体的に著しく労苦の多い環境において業務に精励した者
イ人目に付きにくい分野にあって多年にわたり業務に精励した者
ただし、その功労となる活動が日本国憲法の施行の日前で終わっている者、昭和39
年以降の春秋叙勲により勲章を既に受章している者及び功労が公務員としての功労に限
られている者については、被推薦者としない。

4推薦方法

推薦書及びその推薦に賛同する者2名の鶴同諜の提出によるものとする。
推薦識及び賛同審は《それぞれ別記様式第1及び別記様式第2によるものとする。

5 賛同者

（1） 20歳以上の者。

（2）賛同者は、被推薦者及び推薦者と二親等内の親族関係にないものとする。

6推薦先

内閣府賞勲局

7推薦時期

一般からの推薦は、常時受け付けるものとする。

8一般からの推薦後の手続

（1） 内閣府賞勲局は、被推薦者が春秋叙勲の候補者として適当であるか否かについて、
各府省の調査を踏まえ各府省と協議の上検討を行うものとする。
（2）内閣府賞勲局は、前号の検討の結果候補者として適当であるとされた者の推薦につ
いて、当該者の主たる功労に関係する府省と調整を行うものとする。

（3） 内閣府賞勲局は、第1号の各府省との協議が整わなかった場合においては、被推薦
者が地域において多数の分野で活躍し、春秋叙勲候補者として適当であるか否かにつ
いて、各都道府県と協議の上検討を行うものとする。
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(4) 内閣府徴勲局は、前号の検討の結果候補者として適当であるとされた者の推薦につ
いて、当該者の功労に関係する都道府県と調整を行うものとする。

(5)関係府省又は関係都道府県は、第2号又は前号の調整が終了した場合においては、
その後の推薦手続を春秋叙勲候補者推聴要綱（平成15年5月16日内閣総理大臣決

定、同月20日閣議報告）にのっとり行うものとする。

附則

この決定は、平成28年9月16日から施行する。
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別記様式第1

春秋叙勲の候補者としてふさわしい者の推薦書
1被推薦者

2被推薦者の略歴（わかる範囲で記入すること）

3推薦理由（具体的に記入すること）

－32－

※省庁等

※通し番号

ふりがな

氏名

男
・
女

た
ー 首年

』
■
凸
ｑ 日

明

大 年 月 日
昭 （ 歳）

ﾍﾟﾝﾈｰﾑ・芸名

現住所

ー

T 一
主たる功労のある

活動地（市町村）

主要経歴

年 月 日 職 名 等



4推聴者

5賛同者

（1）

(2）

6推薦者の署名

私は、 、 氏を春秋叙勲の候補者としてふさわしい者として推薦すること

について、 2名の賛同を得て、上記推薦理由により推薦します。

署名

〔※印棚は、推薦者が記入する必要はありません。 〕

－33－

ふりがな

氏名

男
・
女

推薦誉提出年月日

平成 年 月 日

年 齢 歳

被推薦者との関係

現住所

一

T 一

TEL ( )

主要経歴

1 自営業 4団体職員 7学生

2会社経営者 5公務員 8 その他（ ）

3会社員 6主 婦

ふりがな

氏名

男
・
女

推薦者との関係

年 齢 歳

被推薦者との関係

現住所

ふりがな

氏名

男
・
女

推薦者との関係

年 齢 歳

被推騰者との関係

現住所
9



別記様式第2

毒寒I青]擢穿

1 賛同の理由

2賛同者の署名

私は、 氏が春秋叙勲の候補者としてふさわしい者として

氏を推薦することについて、上記理由により賛同します。

署名

－34－



2外国人叙勲

(1） 概要

近年、国際関係が高度化、緊密化し、諸外国との友好親善、国際交流の度合いが一

段と深まってくるにつれて、我が国の政治・外交、産業経済、学術文化等の発展に寄

与するなど顕著な功績を有する外国人が多く認められるようになってきた。これに伴

い、外国人に対する叙勲は、厩、溌共に徐々に拡大され、定着してきている。

外国人叙勲は､我が国との友好の増進等に対する顕著な功績に基づく叙勲(以下｢功

績叙勲」 という｡） と儀礼的色彩の濃い叙勲（以下職礼叙勲」 という｡） とに大別さ

れる。

①功績叙勲は、従来は来日等の機会に行われていたが、昭和56年秋から、来日等の

機会がない者に対しても、日本人に対する春秋叙勲と時期を併せて定期的に実施（以

下「春秋外国人叙勲」という｡）することとなった。また、在日の外国人に対する叙勲

は、離日の機会等に行われてきたが、昭和59年春からは離日等の機会がない者に対

しても春秋外国人叙勲に含め実施することとなった。

功綴叙勲には上記の叙勲のほか、国家的な記念日等に行う叙勲（以下「記念叙勲」

という｡）がある。過去の例としては、 日米修好100年記念（昭和35年12月23日

発令)、移住100年記念（昭和43年6月14日発令)、明治100年記念（昭和43年

10月23日、同年12月25日、昭和44年2月11日及び同年7月4日発令)、ブラジ

ル国移住70年記念（昭和53年4月29日発令)、 日本人ペルー移住80周年記念（昭

和54年8月17日発令）等がある。

いずれも対日功績等の顕著な外国人（日系外国人を含む｡）を対象としている。

②儀礼叙勲には、相互主義に基づき、外国の国賓等の来日の機会及び天皇皇后両陛下

等の外国公式訪問の機会に行うものと、特定国の駐日大使館の外交官が離任する機会

に行うものとがある。

(2） 候補者の推薦及び手続について

ア春秋外国人叙勲

春秋外国人叙勲は、外務大臣から内閣総理大臣に候補者が推薦され、手続は春秋叙

勲に準じて行われる。平成15年の制度改革に伴い、平成15年5月に「春秋外国人叙

勲候補者推薦要綱」を決定し、閣議報告を行った。

なお、推薦は外務大臣が行うこととしているが、各省各庁の長にあっても、候補者

としてふさわしいものがある場合には、外務大臣に意見を述べることができることと

している。

イ記念叙勲

記念叙勲は、原則として、勲章を授与すべき事実がある場合に、その都度推薦要綱

を策定して行うこととしている。

儀礼叙勲及び上記以外の功績叙勲は、その都度外務大臣（外務省以外の府省が推薦する
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場合は当該府省の大臣と外務大臣の連名）から内閣総理大臣に候補者が推薦され、賞勲局

で審査を行った上、閣議決定、裁可を得て発令される。

春秋外国人叙勲候補者推薦要綱

平成15年5月16

内閣総理大臣決

平成15年5月20

閣 議 報

平成28年9月16

－ 部 改

平成28年9月16

閣 議 報

日
定
日
告
日
正
日
告

1 春秋外国人叙勲において授与される勲章（杯を含む｡）の受章者の予定数は、毎回内閣

総理大臣が外務大臣の意見を聴いて決定する。

2外務大臣は、おおむね50歳以上の外国人（日系一世である者を除く。以下同じ｡）の

うちから、我が国の政治・外交、産業経済、学術文化等の発展に功労のある者その他国

家又は公共に対する功労のある者を選考し、毎回、春又は秋の外国人叙勲候補者（以下

「候補者」という｡） として内閣総理大臣に推薦するものとする。

3衆議院議長、参議院議長、国立国会図書館長、最商裁判所長官、内閣総理大臣、各省

大臣、会計検査院長、人事院総裁、宮内庁長官及び内閣府に霞かれる外局の長は、おお

むね50歳以上の外国人のうちに、候補者としてふさわしいものがある場合は、春の外

国人叙勲にあっては前年の11月30日までに、秋の外国人叙勲にあってはその年の5

月30日までに外務大臣に関係書類を添えて意見を述べることができる。

4 2の推薦を行うに当たっては、あらかじめ、文謬により内閣府賞勲局に協議するもの

とする。

5 4の協議に関する諜類の提出は、春の外国人叙勲にあってはその年の1月31日まで

に、秋の外国人叙勲にあってはその年の7月31日までに行うものとする。

附則

春秋外国人叙勲候補者推薦要綱（平成2年12月12日内閣総理大臣決定）は、廃止す

る。

附則

この決定は、平成28年9月16日から施行する。
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(S) 候補者選考に当たっての留意事項

①候補者の対象年齢
ア春秋外国人叙勲については、我が国に対し功績のある外国人に対し、適時適切な

推薦をすることでその後の我が国への貢献の推進を図るため、候補者の対日功績が

固まった早い時点で推薦することが望ましい。

このため､候補者の対象年齢は在外･在日ともにおおむね50歳以上としている。

また、 日系二世については日系一世（対象年齢70歳以上） との関係を配慮し推薦

することになっている。

なお、記念叙勲については、その都度推薦要綱で定めることとしている。

イ儀礼叙勲及び上記以外の功績叙勲については、原則として年齢に制限を設けてい

ない。

②候補者選考の対象範囲（儀礼叙勲、記念叙勲を除く｡）
候補者選考の対象範囲の主なものを参考までに分野別に挙げれば、次のとおりで

あり、それぞれの分野において永年にわたり我が国と交流を持ち、かつ、対日功績

の顕著な者を対象としている。

ア学術・教育関係

日本人学者・研究者の指導育成、 日本人子弟の教育、 日本の学術・文化の研究

及び海外紹介、海外の学術・文化の対日紹介を通じ我が国の学界・教育界の進歩

発展のため功績顕著な者

イ医療・社会福祉等関係

保健衛生の向上、児童福祉事業の援護、養誰事業の援護、海外の在留邦人・日．

系人に対する社会福祉事業の援護等で我が国の医療、社会福祉事業に貢献し、功

綴顕著な者

ウ実業界関係

輸出入の振興、金融事業等を通じた産業経済の振興、製造業等各分野における

生産技術の向上、鉱物資源の開発等に尽力し、我が国の産業経済の発展に功績顕

著な者

エ文化・スポーツ関係

日本文化の普及及び紹介、文化・スポーツの交流、友好親善団体の活動等を通

じて彼我両国の友好親善の増進等に功績顕著な者

オその他

以上の分野以外の面で彼我両国の友好親善関係の増進等に功綴顕著な者

(4） 書類の作成について（儀礼叙勲、記念叙勲を除く｡）

①提出書類は、次のとおりである。

ア功績調書

イ履歴書

ウ戸籍抄本に代わるもの（在日外国人に限る｡）

エ勲章審査票
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オ候補者名簿（春秋外国人叙勲に限る｡）

力会社、団体等の規模、事業概況等調

②叙勲審査に必要な書類作成上の注意事項及び記載要領については、春秋叙勲に準じ
て行うこととしている。

(5） 勲章伝達

在外外国人への勲章伝達は在外公館が行い、在日外国人及び来日外国人への勲章伝

達は適宜関係府省が行う。

春秋外国人叙勲における大綬章受章者については、平成18年秋から、我が国の大

綬章受章者とともに親授式に出席が可能な者については、天皇陛下から親授できるも

のとし、また、我が国の重光章受章者とともに伝達式に出席が可能な者については、
内閣総理大臣から伝達することができるものとしている。

(6） 受章者公表の取扱いについて

春秋外国人叙勲については、春秋叙勲に併せてアドバンス発表を行っている(R25
参照)。

また、広報の一環として、受章者の氏名、年齢、性別、授与勲章、功労概要、主要

経歴、過去に受章した勲章・褒章及び住所（国名及び都市名）について、行政機関個

人摘報保謹法に基づき、適切な管理の下、内閣府ホームページに掲載している。

酢
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s文化勲章

(1） 概要

文化勲章は、我が国の文化の発達に関して勲綴の卓絶なる者に対し、特に授与され

る単一級の勲章で、昭和12年2月に制定されたものである。

文化勲章の第1回の授与は、昭和12年4月28日に、水銀から金を発見したことで

有名な長岡半太郎博士外8名であった。

その後、適任者の選考難もあって、毎年というわけでなく、2～3年おきに実施され

ていたが、昭和24年以後は､発令日が11月3日の文化の日に統一され、毎年実施さ

れるようになった(｢文化勲章授与に関する件｣(昭和23年10月15日閣議決定)(R40

参照))。

昭和53年以後は、春秋叙勲と同様に、 「勲章及び文化勲章各受章者の選考手続につ

いて」 (R14参照）により、手続等の整備を行い、この閣議了解に基づき、毎回、 「文

化勲章受章候補者推薦要綱」が定められていたが、要綱の内容について必ずしもその

都度変更を要しないことから「文化勲章受章候補者推薦要綱」 （平成2年12月12日

内閣総理大臣決定) (P40参照）が定められ、平成3年以降は、これに基づいて行わ

れている。これらの『選考手続｣、 「推薦要綱jは、栄典に関する有誠者(R8参照）

の意見を聴き、内閣総理大臣が決定し、閣議了解又は閣議報告されたものである。

(2） 事務の流れ

①推薦から発令

文部科学大臣は、推薦要綱に基づき、文化審議会に瞳かれる文化功労者選考分科

会に属する委員全員の意見を聴取した上で、文化功労者の中から候補者を選考し、

内閣総理大臣に推薦する。その後、礎勲局において審査を行い、閣議決定の上、裁

可を得て、 11月3日の文化の日に発令される。

②伝達及び拝謁

文化勲章は、文化の日に宮中において親授され、式終了後、宮中において配偶者

同伴で天皇陛下に拝謁することとなっている。
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文化勲章受章候補者推薦要綱

改正平成12年12月28日

1 文化勲章の受章者の予定数は、毎年度おおむね5名とする。

2文部科学大臣は、文化の発達に関し勲績卓絶な者を文化功労者のうちから選考し、当

該年度の文化勲章受章候補者（以下「候補者jという｡） として内閣総理大臣に推薦す

るものとする。ただし、必要と認めるときは、その年度の文化功労者発令予定者を候補

者とすることができる。

3文部科学大臣は、候補者の推薦に当たっては、学術及び芸術の特定の分野に候補者が

偏ることのないように努めるものとする。

4 2の推薦は、内閣府賞勲局長が指定する日までに、文書により行うものとする。

ワーパレI釘r琶

年10兵

隆 決
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4危険業務従事者叙勲

(1） 概要

危険業務従事者叙勲は、警察官、 自衛官など著しく危険性の高い業務に従事し、国

家又は公共に対する功労のある55歳以上の者を選考し、春秋叙勲とは別に、毎回お
おむね3,600名を対象に年2回（4月29日及び11月3日）発令されている。

危険業務従事者叙勲は、平成15年の制度改正に伴い、 「危険業務従事者叙勲受章者

の選考手続について」 (R42参照）が定められ、授与が開始されたもので、その対象

の業務分野は次のとおりである。

警察官、 自衛官、消防吏員、刑務官、入国瞥備官、海上保安官、漁業取締職員

これまで、これらの業務分野の対象者は、他の一般公務員、民間分野の功労者とと

もに春秋叙勲の中で勲章の授与が行われていたが、春秋叙勲では受章者数がおのずと

限られることから、候補者が極めて多いこれらの分野の受章者の平均年齢は次第に高

くなっていた。しかしながら、これらの業務分野の対象者は、 日夜緊張感を持って危

険性の高い業務に精励していることから、その励みとする意味においても、早目に受

章の機会を設けることが望まれていた。

そこで、春秋叙勲とは別に、これらの分野の者を対象とする叙勲の種類を設ける方

針が定められ、春秋叙勲と合わせた受章者数を従来より年間6,000名増やすこととし
た。これにより受章年齢の引下げが図られている。

(2） 事務の流れ

① 協議書類の提出

総務大臣、法務大臣、農林水産大臣、国士交通大臣、防衛大臣及び国家公安委員

会委員長（以下、 「関係大臣」という｡）においては、選考手続及び賞勲局総務課長

通達（更78参照）に基づき、各省庁において候補者を選考の上、賀勲局に推薦す
る。

賞勲局に対する推薦手続は、選考手続に定めるとおり、あらかじめ、関係書類を
賞勲局に提出して協議し､その協議結果に基づき、正式に推薦手続を取るものとさ

れ、その協議審類の提出期限は、次のとおりである。

なお､選考手続に定められた協議蕃類の提出締切り後の受付は一切しないことと

なっている。
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危険業務従事者叙勲受章者の選考手続について

（霞成』皇年‘旱'･墨）
改正平成18年12月26日閣議了解

改正平成30年3月30日閣議了解

「栄典制度の改革についてj (平成14年8月7日閣議決定）に基づき、春秋叙勲とは別

に行う危険業務従事者叙勲において授与される勲章（杯を含む。以下同じ｡）の受章者の選

考は、次の手続によるものとする。

1 危険業務従事者叙勲において授与される勲章の受章者の予定数は、毎回おおむね3，

600名とし、毎年、 4月29日及び11月3日に発令するものとする。

2総務大臣、法務大臣、腱林水産大臣、国士交通大臣、防衛大臣及び国家公安委員会委

員長（以下「関係大臣jという｡）は、著しく危険性の高い業務に精励した者のうちから、

国家又は公共に対する功労のある55歳以上の者を選考し、毎回、危険業務従事者叙勲

候補者（以下『候補者」という｡） として内閣総理大臣に推薦するものとする。

3 関係大臣が2により候補者を選考する場合において、その功労となる活動が日本国憲

法の施行の日前で終わっている者及び昭和39年以降の春秋叙勲又は平成15年以降の

危険業務従事者叙勲により勲章を既に受章している者については、原則としてその対象
としないものとする。

4 2の推薦を行うに当たっては、あらかじめ、文書により内閣府賞勲局に協議するもの
とする。

5 4の協議に関する書類提出は、 4月発令の危険業務従事者叙勲にあっては前年の10

月15日までに、 11月発令の危険業務従事者叙勲にあってはその年の4月15日まで

に行うものとする。ただし、平成15年11月に発令する危険業務従事者叙勲に係る:欝
類提出は、平成15年5月30日までに行うものとする。

6 内閣総理大臣は2により推燃された候補者について審査を行い、危険業務従事者叙勲

における勲章の授与について閣議の決定を求める。

町
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②審査。内示

賞勲局では協議を受けた候補者について、慎重に審査を行い内閣府案を決定し、
関係大臣に内示される。

③推薦

関係大臣は、賞勲局より内示を受け、候補者の意思を確認の上、正式に推薦を行

う。なお、推薦に当たっては、勲章の授与に関する依頼書(R87参照)を提出する。

提出期限については、内示の際に連絡している。

④閣議決定及び裁可

内閣は、内閣府からの閣議諭議案を閣議に諮り決定する。閣議後、上奏し、裁可
を得て発令される。

⑤発令日

発令日は、次のとおりである。

閣議決定、裁可後発令日までに若干の日があるが、この間に候補者が死亡した場

合は死亡同日付けで死亡叙勲として発令される。なお、閣議決定後に閣議決定以前

に死亡していたことが判明した場合は、速やかに閣議決定を取り消す閣議決定を行

う必要が生ずる。

⑥伝達及び拝謁

勲章は関係大臣から伝達され､いずれも式終了後、宮中において配偶者同伴で天

皇陛下に拝謁することとなっている。

(3) 書類の作成について

協議書類は、以下の通りである。

ア功績調審

イ履歴書

ウ刑罰等調蕃

エ戸籍抄本

オ勲章審査票

力候補者名簿

(1枚程度）

(1枚程度）

叙勲審査に必要な書類作成上の注意事項及び記載要領については、以下に掲げるこ

とを除き春秋叙勲に準じて行うこととなるのでR20を参照のこと。

・ 危険業務従事者叙勲候補者の一連番号は5001から始まる。

・ 審査票の年次欄は『○危(HO.O)」となり、例えば第17回危険業務従事者叙
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勲は「17危(H23.11)｣、第18回は「18危(H24.4)」となる。

候補者名簿の擬叙等欄には、協議にかかる勲章の種類を記載する。

(4） 受章者公表の取扱いについて

①報道機関に対する対応

危険業務従事者叙勲については､毎回おおむね3,600名程度発令しているが、アI等

バンス発表は行わず、報道の扱いを取り決めた上で、事前に喪料配布を行っている。

〔骨子〕

(1)資料配布の日時

○月○日 （○）午後○時○分

(2)報道の扱い

①新 聞 ○月○日 （○）付け朝刊

②ﾗｵ’ﾃﾚ ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ○月○日 （○） 日本時間の午前5時から

(3)配布喪料

①第○回危険業務従事者叙勲（平成○年○月発令） 受章者名簿

②第○回危険業務従事者叙勲（平成○年○月発令） 受章者統計表

(4) 協定日から「報道の扱い』の日時までの間は、第○回危険業務従事者叙勲（平

成○年○月発令）について、人名に触れる報道はしないこととする。

②各府省・各都道府県に対する対応

各府省及び地方公共団体においては、上記協定日時以降であれば、 日本新聞協会

に加盟する報道機関に対し発表し、あるいは照会等に回答することは差し支えない

が、 日本新聞協会加盟社以外の報道機関については、協定日時と同様の条件につい

て、各府省及び地方公共団体の責任において協定を結んだ場合に限り、 日本新聞協

会加盟と同様の取扱いを行うことができる。

※各府省、各都道府県への名簿等の配付日時：閣議終了後

②一般に対する対応

広報の一環として、受章者の氏名、年齢､性別、授与勲章、功労概要、主要経歴、
住所（市区町村名（政令指定都市は区）まで）及び過去に受章した勲章・褒章につ

いて、行政機関個人情報保護法に基づき、適切な管理の下、一般の閲覧に供すると
ともに内閣府ホームページに掲載している。
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5高齢者叙勲

（1） 概要

高齢者叙勲は、春秋叙勲により勲章を授与されていない功労者のうち、88歳になっ

た者に対して春秋叙勲とは別に勲章を授与するもので、内閣総理大臣決裁（昭和48

年5月10日)により、昭和48年6月以降、毎月1日付けで発令されている。

高齢者叙勲を開始した趣旨は、春秋叙勲の対象となる功労を有しながらも諸般の事

情により極めて高齢となってもいまだ授与されない者に対し、特に春秋叙勲とは別に
措置するものである。

(屋） 候補者の推薦及び手続について

高齢者叙勲は、原則として毎月末に閣議で決定し、翌月1日付けをもって発令する

こととしており、発令日 （1日）の前月に88歳になった者を対象としている。

（※2月1日付けの発令対象者は、 1月2日生から2月1日生の者となる｡）

88歳は、いわゆる米寿でもあり、この機会に勲章を授与することは、受章者にとっ

てまた格別の喜びとなるものである。

したがって、商齢者叙勲の対象となる候補者が存する場合は、88歳の誕生日を徒過

することのないよう手続を進める必要がある。

なお、高齢者叙勲の審査に必要な書類は春秋叙勲に準ずるものとしている。

※褒章受章者に対する高齢者叙勲における勲章の授与については、同叙勲の性格に

かんがみ、原則として褒章受章後5年以上の経過期間を必要としないこととしてい

るが、短期間に同一人に褒章と勲章が重ねて授与されることは好ましくないため、

高齢者叙勲の候補者となることが想定される場合には、褒章の推薦時期に配慮する
必要がある。

(3) 書類の作成について

提出書類は、次のとおりである。

ア功績調講

イ履歴書

ウ刑罰等調書

エ戸籍抄本

オ勲章審査票（様式A又はB)

力会社、団体等の規模、事業概況等調

なお、審査に必要な謹類作成上の注意事項及び記載要領については、Ⅲ20を参照の
こと。

－45－



6死亡叙勲

（1） 概要

死亡叙勲は、国家又は公共に対し功労のあった者が死亡した場合に、その功労にか

んがみ、春秋叙勲とは別に随時実施しているものであるが、その発令日は、生前の最

後の日 （死亡日） とされており、生前に勲章が授与されたように擬制されている。そ
の理由としては、勲章は、本来着用することが建前であることなどである。したがっ
て、その手続期間も死亡の日から30日以内に閣議決定・裁可の手続を完了させるよ

う制限が課せられている（ただし、外国及び海洋においての死亡、その他やむを得な
い特別の事情がある場合は、この限りではない｡)。

死亡叙勲の対象となるべき者は、年齢制限がない外は、基本的には春秋叙勲の場合
とおおむね同様である。

(2） 候補者の推薦及び手続について

死亡叙勲は、その都度各省各庁の長から内閣総理大臣に候補者が推薦され、賞勲局
で審査を行い、閣雛決定の上、裁可を得て発令される。
以下、推薦等に当たって特に留意すべき点を示すこととする。

①候補者を推薦する場合には、鐵勲局における審査、閣議決定、裁可の所要期間を

見込んだ上で、関係者と-卜分連絡を取り速やかに関係醤類を作成して提出する必要
がある。

②推薦に当たっては､･故人が生前に例えば適襟等により栄典を受けない旨の意思表
示を行っていないかについて十分に確認し、推薦手続開始後にそのような問題が生
じないよう厳重な注意を要する。

③春秋叙勲の候補者として推薦された者が死亡した場合は、死亡叙勲として取り扱
うこととなるが、その手続についてはR85を参照のこと。

④春秋褒章の候補者が死亡した場合は、候補者の経歴等により死亡叙勲又は褒章に
係る遺族追賀として取り扱うこととなるが、その手続については、R124を参照の
こと。

⑤その他の候補者の推薦にあたっては、春秋叙勲に準じて処理すること。ただし、
褒章受章者に対する死亡叙勲における勲章の授与については、 I司叙勲の性格にかん
がみ、原則として褒章受章後5年以上の経過期間を必要としない。

(3） 書類の作成につい』て

提出書類は、次のとおりである。

ア功績調需

イ履歴書

ウ刑罰等調書
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エ除籍抄本

オ勲章審査票(様式C又はD)

力会社、団体等の規模、事業概況等調

〈注）エの除籍抄本が問に合わない場合は、死亡診断霧及び戸籍抄本によることができる。

審査に必要な審類作成上の注意事項及び記載要領については、R20を参照のなお、

こと｡

fりぷFU,へ

一
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フ緊急叙勲

（1） 概要

緊急叙勲は、風水害、震火災その他非常災害に際し、身命の危険を冒して、被害の

拡大防止救援等に努め、顕著な功績を挙げた者、その他特に顕著な功績を挙げて、緊

急に勲章を授与することが必要な者等を対象とする叙勲である。

戦後、昭和21年5月3日閣議決定によって、文化勲章の授与と外国人に対する叙
勲の外は、生存者に対する叙勲は一時停止されていた。しかし、昭和28年に至り、

各地に発生した大水害に際し、救難、防災、復旧等に挺身した人々、自己の危難を顧

みず犯人の逮捕に協力した者など、緊急に叙勲することを必要とする事案が多く発生

した。そこで政府は「生存者に対する叙勲の取扱に関する件」 （昭和28年9月18日

閣議決定）により緊急を要するものについては勲章授与の途を開くこととした。その

対象となる者の範囲は、 「生存者に対する叙勲に関する件」 （昭和28年10月16日決

裁）をもって取扱いが定められたが、現在は「勲章の授与基準」 （平成15年5月20

日閣議決定）により、次のように定められている。

勲章の授与基準（抄）

|壼成"皇年‘曇'･星1
第三緊急に勲章を授与する場合

次の各号の一に該当するものに対しては、その功績の内容等を勘案し、相当の旭日

章を緊急に授与するものとする。

(1)風水害、震火災その他非常災害に際し、身命の危険を冒して、被害の拡大防止、
救援又は復旧に努め、顕著な功績を挙げた者

(2)身命の危険を冒して、現行犯人の逮捕等犯罪の予防又は鎮圧に顕著な功績を挙
げた者

(3)生命の危険を伴う公共の業務に従事し、その職に殉じた者

(4)その他特に顕著な功績を挙げて、緊急に勲章を授与することを必要とする者

緊急叙勲の過去の例としては、昭和34年伊勢湾台風の来襲に際し、最後まで職場
にあって一般の人々の避難誘導の電話連絡に当たった電話交換手に勲章が、また、昭
和39年の東海道新幹線の建設に貢献した人々、昭和63年の青函トンネル及び瀬戸大

橋（児島・坂出ルート）の建設に貢献した人々等に銀杯が授与されている。
また、殉職した警察官等に対しては、事案発生の都度授与しており、最近では東日

本大震災に際し、住民の避難誘導等に従事し、殉職した警察官等に対して勲章が授与
された。
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(2） 候補者の推薦及び手続について

緊急叙勲は、その都度各省各庁の長から内閣総理大臣に候補者が推薦され、賞勲局

で審査を行い、閣議決定、裁可を得て発令される。事務手続は、その性質上迅速に進

める必要があり、緊急に勲章を授与することを必要とする事案が生じた段階で、発令

日等の手続につき関係者間の連絡を密にする必要がある。

(S) 書類の作成について

提出書類は、次のとおりである。
←

①功績調書

②履歴書

③刑銅等調書

④戸籍抄本

⑤勲章審査票（様式A～D)

⑥会社、団体等の規模、事業概況等調

審査に必要な審類作成上の注意事項及び記載要領については、R20を参照のなお、

こと。
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様式2－1

履 歴 書

本籍
郵便番号

現住所

ふ り が な

氏 名
ふ り がな

（ 旧 氏名 ）
ふ り が な

ペンネーム・芸名
生 年 月 日

学歴

（最終学歴(中退を含む｡）、試験､免許､資格､学位）

職歴

公務員歴 （国家公務員､地方公務員､独立行政法人､特殊法人等職員）

民間の職歴

議会議員等歴 （国会議員､都道府県議会議員及び市区町村議会議員等）

審議会等歴 （国の審議会又は県の審議会等の委員）

消防団歴 （消防吏員を除く消防団員）

その他法律等に基づく委員歴(調停委員､保護司､行政相談委員等）

民間団体歴

賞罰

(叙位､勲章､褒章､知事以上の表彰及びこれに準ずるその他の表彰）

(判決言渡し年月日、刑罰の内容､処罰の理由､判決言渡し裁判所名､判決確定年月日、
刑終了年月日）

※年月日等の数字はアラビア数字とする。
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(例1）

履 歴 書

本籍 ○○県○○郡○○町大字○○字○○○○○番地

〒○○○一○○○○

現住所 ○○県○○市○○○丁目○番地○号

ふ り が な
氏 一 名
ふ り がな

（ ｜日 氏名 ）
ふ り が な

ペンネーム・芸名
昭和○年○月○日生

(学歴）
昭和○年○月○日

昭和○年○月○日

昭和○年○月○日

○○大学○○学部○○学科卒業
○○大学大学院修了
○○博士

(職歴）

昭和○年○月○日
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日

任○○○○官補給○級俸
任○○大学助教授叙高等官○等
陞叙高等官○等
任○○大学教授叙高等官○等
文部教官に任命する一級に叙する
○○大学教授に補する○級○号俸
昭和○年法律第○号に依り改正
○級○号俸を給する
昭和○年法律第○号に依り改正
○級○号俸を給する
政府職員の新給与実施に関する法律第○条の規定に基づき
左の再計算により
○級○号俸を給する
○級○号俸を給する
○級○号俸を給する
○級○号俸を給する
昭和○年法律第○号施行により大学等教育職員級別俸給表
○級○号俸
昭和○年法律第○号施行により○級○号俸となる
大教○級○号俸
大教○級に昇任させる○号俸
大教○級○号俸を給する
職務の等級を教育職(---)○等級に決定する○号俸を給する
昭和○年法律○号により○号俸を給する
教育職(一)○等級○号俸を給する
人事院細則○一○一○第○条○号により教育職(一)○等級
○号俸を給する

（特別昇給）
退職

日本学士院会員

昭和○年○月○日

昭和○年○月○日

昭和○年○月○日

昭和○年○月○日
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日

昭和○年○月○日
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日

昭和○年○月○日
昭和○年○月○日

昭和○年○月○日
平成○年○月○日

(賞罰） ・
昭和○年○月○日
昭和○年○月○日

昭和○年○月○日

叙正○位
勲○等○○章受章
○○文化賞受撚
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